
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
税　

務　

課
）　

　

一

 
訓

令

甲

〇
宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
税　

務　

課
）　

　

一

 
告

示

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

二

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
認
証
食
品
の
認
証 

（
食
産
業
振
興
課
）　

　

二

〇
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
二
号
（
農
地
法
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る

　

面
積
に
代
わ
る
べ
き
面
積
）
の
一
部
改
正 

（
農
業
振
興
課
）　

　

二

〇
肥
料
の
登
録
有
効
期
間
の
更
新 

（
農
産
園
芸
環
境
課
）　

　

三

〇
肥
料
の
登
録
事
項
の
変
更 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
普
通
肥
料
の
検
査
結
果
の
公
表 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
特
殊
肥
料
の
検
査
結
果
の
公
表 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
家
畜
伝
染
病
の
発
生 

（
畜　

産　

課
）　

　

五

〇
宮
城
県
小
牛
田
農
林
高
等
学
校
の
農
産
物
の
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の

　

徴
収
事
務
の
委
託
（
二
件
） 

（
教
育
庁
高
校
教
育
課
）　

　

五

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
入
札
の
公
告 

（
情
報
シ
ス
テ
ム
課
）　

　

六

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（
教
育
庁
高
校
教
育
課
）　

　

七

 
教
育
委
員
会

〇
教
育
委
員
会
定
例
会
の
開
催 

七

 
監
査
委
員

〇
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
の
補
助 

八

 
規

則

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
三
号

　
　
　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
二
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
法
人
の
県
民
税
の
徴
収
猶
予
）

第
十
二
条
の
二　

県
税
事
務
所
長
は
、
令
第
九
条
の
九
の
八
第
三
項
及
び
第
九
条
の
九
の
九
第
三
項
に
規
定
す
る
申
請

書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
審
査
の
上
処
分
を
決
定
し
、
遅
滞
な
く
、
徴
収
猶
予
処
分
通
知
書
に
よ
り
納
税
者
に
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
十
二
条
の
三
の
二
中
「
県
税
事
務
所
長
は
、」
の
下
に
「
令
第
三
十
二
条
の
四
第
四
項
及
び
第
三
十
二
条
の
五
第

四
項
並
び
に
」
を
加
え
る
。

　

第
六
十
八
条
中
「
第
百
五
十
八
条
」
を
「
第
百
五
十
八
条
の
二
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号

　

宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
七
十
八
条
第
一
項
中
「
核
燃
料
税
条
例
（
平
成
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
七
十
八
号
）」
を
「
核
燃
料
税
条
例
（
平

成
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
九
十
九
号
）」
に
、「
核
燃
料
税
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
七
号
）」

を
「
核
燃
料
税
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
二
号
）」
に
改
め
る
。

（1）　 平成20年７月８日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1973号　　 
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附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
七
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
四
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
五
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
六
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
証
食
品

を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

認
証
食
品

二　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
七
号

　

平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
二
号
（
農
地
法
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
面
積
に
代
わ
る
べ
き
面
積
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
七
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

第
一
号
の
表
大
崎
市
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第1973号　平成20年７月８日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

事

業

所

番

号

〇
四
一
〇
九
〇
〇
〇
九
六

〇
四
一
二
七
〇
〇
三
一
二

〇
四
一
五
一
〇
〇
九
一
六

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

ゆ
と
り
ケ
ア
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

多
賀
城
市
山
王
字
山
王

四
区
八
十
二－

一
Ｍ
Ｋ

ハ
イ
ツ
Ａ－

二
〇
二

セ
ベ
ッ
ク
ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

黒
川
郡
富
谷
町
成
田
六

丁
目
八
番
三

こ
こ
み
訪
問
介
護
青
葉

仙
台
市
青
葉
区
支
倉
町

一
番
地
の
七
支
倉
ハ
イ

ツ
Ａ－

一

指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

行
動
援
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

設
置
者
名

株
式
会
社
ゆ
と

り
ケ
ア
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

有
限
会
社
セ
ベ 

ッ
ク

株
式
会
社
こ
こ

み
ケ
ア

指
定
年
月
日

平
成
二
十
年

七
月
一
日

平
成
二
十
年

七
月
一
日

平
成
二
十
年

七
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
五
一
〇
〇
二
六
二

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
東
北
ラ
イ
フ
サ
ー
ビ

ス
青
葉
介
護
セ
ン
タ
ー

仙
台
市
青
葉
区
支
倉
町
一
番
地

の
七
支
倉
ハ
イ
ツ
Ａ－

一

設　

置

者

名

株
式
会
社
東
北
ラ
イ
フ
サ
ー

ビ
ス

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
年

六
月
三
十
日

認
証
番
号

百
十
二

百
十
四

百
四
十

八百
四
十

九百
五
十

百
五
十

一

品　

目

あ
ら
れ
類

豆
腐

杵
つ
き
も

ちず
ん
だ
餅

塩
蔵
等
魚

介
類

仙
台
牛

申
請
者
の
氏
名

又

は

名

称

み
や
ぎ
の
あ
ら
れ
株
式

会
社
代
表
取
締
役　

石
田
定

克社
会
福
祉
法
人
は
ら
か

ら
福
祉
会

理
事
長　

武
田
元

有
限
会
社
も
ち
べ
え

代
表
取
締
役　

佐
々
木

傳
兵
衛

有
限
会
社
も
ち
べ
え

代
表
取
締
役　

佐
々
木

傳
兵
衛

丸
東
水
産
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

生
田
敦

之株
式
会
社
栄
和

代
表
取
締
役　

公
平
弘

製
造
業
者
の
名
称

又

は

屋

号

み
や
ぎ
の
あ
ら
れ
株
式

会
社

社
会
福
祉
法
人
は
ら
か

ら
福
祉
会
蔵
王
す
ず
し

ろ有
限
会
社
み
ど
り
の
ふ

る
さ
と
フ
ァ
ー
ム

有
限
会
社
み
ど
り
の
ふ

る
さ
と
フ
ァ
ー
ム

丸
東
水
産
株
式
会
社

株
式
会
社
栄
和
日
の
出

町
F
a
c
t
o
r
y

製
造
所
等
の
所
在
地

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
鹿
島
字
吹
田

五
一

刈
田
郡
蔵
王
町
遠
刈
田
温
泉
字
七

日
原
一－

七
二
九

遠
田
郡
美
里
町
北
浦
字
谷
地
一
〇

一遠
田
郡
美
里
町
北
浦
字
谷
地
一
〇

一石
巻
市
魚
町
一
丁
目
九－

一
三

仙
台
市
宮
城
野
区
日
の
出
町
二
丁

目
二－

五

大

崎

市

大
崎
市
農
業
委
員
会
（
旧
大
崎
市
東
部
農
業
委
員
会
及
び
旧
大
崎
市
西
部
農
業
委
員
会
の
う
ち

旧
大
崎
市
古
川
農
業
委
員
会
並
び
に
旧
大
崎
市
岩
出
山
農
業
委
員
会
の
う
ち
旧
西
大
崎
村
農
業

委
員
会
、
旧
一
栗
村
農
業
委
員
会
及
び
旧
真
山
村
農
業
委
員
会
の
区
域
に
限
る
。）
の
区
域



　

第
二
号
の
表
大
崎
市
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
八
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の
登

録
の
有
効
期
間
の
更
新
を
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
九
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の
登

録
事
項
に
係
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
号

（3）　 平成20年７月８日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1973号　　 

大

崎

市

大
崎
市
農
業
委
員
会
（
旧
大
崎
市
東
部
農
業
委
員
会
及
び
旧
大
崎
市
西
部
農
業
委
員
会
の
う
ち

旧
大
崎
市
古
川
農
業
委
員
会
並
び
に
旧
大
崎
市
岩
出
山
農
業
委
員
会
の
う
ち
旧
西
大
崎
村
農
業

委
員
会
、
旧
一
栗
村
農
業
委
員
会
及
び
旧
真
山
村
農
業
委
員
会
の
区
域
を
除
く
。）
の
区
域

更
新
年
月
日

平
成
二
十
年

一
月
二
十
八
日

平
成
二
十
年

七
月
十
七
日

平
成
二
十
年

四
月
十
七
日

平
成
二
十
年

六
月
十
二
日

登
録
番
号

（
宮
城
県
）

第
五
四
一
号

第
五
二
七
号

第
三
七
八
号

第
四
九
六
号

肥
料
の
種
類

副
産
石
灰
肥
料

魚
か
す
粉
末

蒸
製
骨
粉

副
産
石
灰
肥
料

肥
料
の
名
称

東
北
か
き
が
ら
副

産
石
灰

お
魚
燐
さ
ん

蒸
製
骨
粉

か
き
殻
粉
末
肥
料

保
証
成
分
量
（
％
）

窒
素
全
量

五
・
〇

三
・
五

り
ん
酸
全
量

一
三
・
五

二
〇
・
〇

加
里
全
量

ア
ル
カ
リ
分

四
八
・
〇

四
八
・
〇

そ
の
他
の
規
格

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
は
及
び
そ
の
他
の
制
限

事
項
は
公
定
規
格
の
と
お
り
。

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り
。

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り
。

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
は
及
び
そ
の
他
の
制
限

事
項
は
公
定
規
格
の
と
お
り
。

生
産
業
者
の
氏
名

又　

は　

名　

称

東
和
石
灰
工
業
㈱

三
陸
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ 

ー
ル
㈱

三
陸
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ 

ー
ル
㈱

北
海
道
有
機
㈱

生
産
業
者
の
住
所

登
米
市
中
田
町
上
沼
字
本
宮

四
十
七
番
二
号

石
巻
市
大
門
町
三
丁
目
二
番

八
号

石
巻
市
大
門
町
三
丁
目
二
番

八
号

北
海
道
札
幌
市
白
石
区
東
札

幌
三
条
二
丁
目
一
番
五
七
号

六
百
六

有
効
期
限

平
成
二
十
三
年

一
月
二
十
七
日

平
成
二
十
六
年

四
月
十
八
日

平
成
二
十
六
年

六
月
九
日

平
成
二
十
六
年

七
月
二
十
日

登
録
番
号

（
宮
城
県
）

第
五
〇
〇
号

肥
料
の
種
類

魚
か
す
粉
末

肥
料
の
名
称

三
徳
印
特
号
魚
粉

生
産
業
者
の
氏
名
又
は

 
名

称

及

び

住

所

 

塩
釜
水
産
飼
料
㈱

変　

更　

の　

内　

容

変
更
事
項

代
表
者
の
氏
名
の
変

更

変　

更　

前

大
友　

偉
也

変　

更　

後

鈴
木　

一
彦

変
更
年
月
日

平
成
二
十
年

四
月
二
十
二
日



　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
普
通
肥
料
の
検
査
の
結

果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

平
成
十
九
年
十
月
か
ら
平
成
二
十
年
二
月
分

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
一
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
殊
肥
料
の
検
査
の
結

果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
八
日

第1973号　平成20年７月８日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

肥

料

の

種

類

等

混
合
有
機
質
肥
料

蒸
製
毛
粉

魚
か
す
粉
末

消
石
灰

消
石
灰

副
産
石
灰
肥
料

炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
肥
料

消
石
灰

副
産
石
灰
肥
料

保

証

票

添

付

者

大
成
農
材
㈱

ユ
ニ
オ
ン
商
事
㈱

三
陸
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー
ル
㈱

東
和
石
灰
工
業
㈱

東
和
石
灰
工
業
㈱

東
和
石
灰
工
業
㈱

東
和
石
灰
工
業
㈱

東
和
石
灰
工
業
㈱

三
浦　
　

渉

肥

料

の

名

称

バ
イ
オ
ノ
有
機
Ｓ

フ
ェ
ザ
ー
ミ
ー
ル

魚
粕
７－

７

６
５
顆
粒
消
石
灰

７
０
消
石
灰

東
北
か
き
が
ら
副
産
石
灰

５
３
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
肥
料

６
８
防
散
消
石
灰

シ
ェ
ル
１
０
０
％
肥
料

検

査

の

概

要

分

析

検

査

項　
　
　
　
　
　
　

目

主
成
分－

Ｔ
Ｎ
、
Ｔ
Ｐ
、
Ｔ
Ｋ

主
成
分－

Ｔ
Ｎ

主
成
分－

Ｔ
Ｎ
、
Ｔ
Ｐ

主
成
分－

Ａ
Ｌ

主
成
分－

Ａ
Ｌ

主
成
分－

Ａ
Ｌ

主
成
分－

Ａ
Ｌ

主
成
分－

Ａ
Ｌ

主
成
分－

Ａ
Ｌ

指
摘
事
項

保
証
票
の
検
査

そ
の
他
の
検
査

備　
　

考

　
（
注
）　

一　

分
析
検
査
及
び
そ
の
他
の
検
査
欄
は
、
検
査
対
象
荷
口
全
体
の
肥
料
を
代
表
し
得
る
よ
う
に
必
要
袋
数
（
ば
ら
の
場
合
に
は
、
必
要
部
位
数
）
を
抽
出
し
、
混
合
し
た
試
料
一
点
に
つ
い
て
検
査
し
た
結
果
で
あ
る
。

　
　
　
　

二　

分
析
検
査
の
項
目
に
係
る
指
摘
事
項
は
、
分
析
値
と
規
格
・
基
準
値
又
は
表
示
値
と
を
比
較
し
た
結
果
で
あ
る
。

　
　
　
　

三　

主
成
分
の
略
号
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

Ｔ
Ｎ－

窒
素
全
量
、
Ｔ
Ｐ－

り
ん
酸
全
量
、
Ｔ
Ｋ－

加
里
全
量
、
Ａ
Ｌ－

ア
ル
カ
リ
分



 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

平
成
二
十
年
二
月
か
ら
三
月
分

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
二
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
家

畜
伝
染
病
が
発
生
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

家
畜
伝
染
病
の
種
類

　
　

ヨ
ー
ネ
病

二　

畜
種

　
　

牛
（
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
種
）

三　

患
畜
及
び
疑
似
患
畜
の
区
分
並
び
に
そ
の
頭
数

　
　

患
畜　

五
頭

四　

発
生
の
場
所
又
は
区
域

　
　

蔵
王
町

五　

発
生
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

六　

患
畜
の
取
扱
い

　
　

法
令
殺

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
三
号

（5）　 平成20年７月８日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1973号　　 

特

殊

肥

料

の

指

定

名

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

生
産
業
者
、
輸
入
業
者
若
し

く
は
販
売
業
者
又
は
表
示
者

佐
藤　

信
行

本
吉
町
長

㈲
三
喜

い
し
の
ま
き
農
業
協
同
組
合

佐
藤　

賀
一

桃
生
町
堆
肥
生
産
組
合

㈲
ふ
く
じ
ゅ

ナ
チ
ュ
ラ
ル
野
菜

い
し
の
ま
き
農
業
協
同
組
合

届　

出　

名

（
及
び
商
品
名
）

牛
ふ
ん
た
い
肥

も
と
よ
し
有
機

三
喜
一
号

か
ほ
く
有
機  

完
熟
堆
肥
う
し
ち
ゃ
ん
の
ち

か
ら

も
の
う
有
機

ス
ー
パ
ー
Ｈ
２

カ
リ
ン

か
な
ん
ス
ー
パ
ー
有
機

検

査

の

結

果

Ｔ
Ｎ

（
％
）

一
・
一
二

二
・
一
五

四
・
〇
〇

二
・
八
一

一
・
四
四

一
・
六
〇

〇
・
七
三

〇
・
三
八

二
・
一
六

Ｔ
Ｐ

（
％
）

一
・
三
一

三
・
三
〇

二
・
八
四

四
・
六
〇

〇
・
二
三

三
・
七
四

一
・
三
七

二
一
・
五
〇

二
・
七
五

Ｔ
Ｋ

（
％
）

二
・
三
四

二
・
九
四

一
・
三
三

一
・
七
五

〇
・
三
四

三
・
一
八

〇
・
六
五

一
三
・
四

三
・
七
七

Ｔ
Ｃ
ｕ

（�
／�
）

一
三
・
〇

一
二
・
〇

一
六
・
〇

二
三
・
〇

三
五
・
〇

二
八
・
〇

一
一
・
〇

一
四
・
〇

二
五
・
〇

Ｔ
Ｚ
ｎ

（�
／�
）

四
五
・
〇

四
三
・
〇

七
八
・
〇

一
二
五
・
〇

一
一
七
・
〇

一
六
五
・
〇

六
八
・
〇

五
六
・
〇

一
四
三
・
〇

Ｔ
Ｃ
ａ
Ｏ

（
％
）

二
・
八
七

一
・
七
五

〇
・
八
三

二
・
七
八

一
・
五
七

二
・
三
六

〇
・
八
二

二
・
六
五

一
・
六
三

Ｃ
／
Ｎ

一
一
・
九 

一
〇
・
〇

一
一
・
五

一
二
・
五

一
三
・
一

一
二
・
九

一
七
・
六

一
五
・
八

一
七
・
〇

水
分

（
％
）

四
五
・
三
〇

三
二
・
七
五

三
〇
・
六
八

二
四
・
四
三

三
四
・
七
五

三
七
・
六
〇

四
三
・
五
五

七
・
二
〇

三
三
・
六
四

そ
の
他

の
検
査

備　
　

考

二
／
一

二
／
七

二
／
七

二
／
二
八

二
／
二
八

三
／
四

三
／
四

三
／
四

三
／
四

　

備
考　

一　

分
析
検
査
を
実
施
し
た
成
分
の
略
号
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

Ｔ
Ｎ－

窒
素
全
量
、
Ｔ
Ｐ－

り
ん
酸
全
量
、
Ｔ
Ｋ－

加
里
全
量
、
Ｔ
Ｃ
ｕ－

銅
全
量
、
Ｔ
Ｚ
ｎ－

亜
鉛
全
量
、
Ｔ
Ｃ
ａ
Ｏ－

石
灰
全
量
、
Ｃ
／
Ｎ－

炭
素
窒
素
比
、
水
分－

水
分
含
量

　
　
　
　

二　

分
析
値
は
、
Ｔ
Ｃ
ｕ
及
び
Ｔ
Ｚ
ｎ
に
つ
い
て
は
乾
物
当
た
り
の
数
値
、
そ
れ
以
外
の
項
目
に
つ
い
て
は
現
物
当
た
り
の
数
値
で
あ
る
。



　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
小
牛
田

農
林
高
等
学
校
の
農
産
物
の
み
ど
り
の
農
業
協
同
組
合
フ
ァ
ー
マ
ー
ズ
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
売
払

代
金
の
徴
収
事
務
を
平
成
二
十
年
四
月
一
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

遠
田
郡
美
里
町
字
素
山
町
一
番
地　
　
　

み
ど
り
の
農
業
協
同
組
合

　
　

遠
田
郡
美
里
町
字
素
山
町
一
番
地　
　
　

株
式
会
社
み
ど
り
の
サ
ー
ビ
ス

　
　

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
北
原
西
七
十
二　

株
式
会
社
エ
ー
コ
ー
プ
宮
城

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
四
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
小
牛
田

農
林
高
等
学
校
の
農
産
物
の
み
や
ぎ
総
合
家
畜
市
場
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
平
成
二
十

年
四
月
一
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
十
六
号　

全
国
農
業
協
同
組
合
連
合
会
宮
城
県
本
部

　
　

遠
田
郡
美
里
町
字
素
山
町
一
番
地　
　
　
　

み
ど
り
の
農
業
協
同
組
合

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

１　

調
達
案
件
及
び
数
量　

平
成
二
十
年
度
情
報
系
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
端
末
賃
貸
借
、
導
入
設
定
及
び
保
守
業
務　

千

八
十
六
台

２　

調
達
案
件
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

３　

契
約
期
間　

平
成
二
十
年
九
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
九
月
十
五
日
ま
で

４　

納
入
・
設
置
場
所　

仕
様
書
に
よ
る
。

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

　
　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る

こ
と
。

２　

宮
城
県
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３　

２
以
外
の
者
で
、
開
札
時
ま
で
に
物
品
調
達
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

４　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所　

競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調

達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城
県
出
納
局
契
約
課
物
品
班
（
〒

九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
二
）

へ
平
成
二
十
年
八
月
一
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で
に
申
請
す
る
こ
と
。

三　

入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
等

１　

入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先　

〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三

丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
企
画
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
管
理
班
（
担
当　

目
黒　

由
幸　

電
話　

〇

二
二－

二
一
一－

二
四
七
五
）

　

２　

入
札
説
明
書
の
交
付
期
間

　

平
成
二
十
年
七
月
八
日
（
火
）
午
前
九
時
か
ら
平
成
二
十
年
八
月
一
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午

後
一
時
ま
で
を
除
く
。）

　

３　

入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務

　

こ
の
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
書
類
を
平
成
二
十
年
八
月

一
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。）
に
１
の
場
所
に
提
出
す
る
こ
と
。

　

な
お
、
提
出
さ
れ
た
書
類
は
、
返
却
し
な
い
。

　

４　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　
　
�
　

日
時　

平
成
二
十
年
八
月
十
八
日
（
月
）
午
後
五
時
ま
で

　
　
�
　

場
所　

１
に
同
じ
。

　
　
�
　

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、�
の
日
時
ま
で
に
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
て
到
達
す
る
こ
と
。

　

た
だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
５
の
入
札
執
行
の
場
所
及
び
日
時
ま
で
と
す
る
。

　

５　

入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

　
　
�
　

日
時　

平
成
二
十
年
八
月
十
九
日
（
火
）
午
後
二
時

　
　
�
　

場
所　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
庁
行
政
庁
舎
六
階
企
画
部
会
議
室
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四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者
及
び
三
３
に
よ
り
資
格
を
有
し
な
い
と
さ
れ
た
者

　

２　

当
該
賃
貸
借
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
原
本
の
交
付
を
受
け
な
い
者

五　

そ
の
他

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

２　

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
、
第
九
十

八
条
、
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

３　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札

に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
無
効
と
す
る
。

４　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

５　

落
札
者
の
決
定
の
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者

を
落
札
者
と
す
る
。

６　

最
低
価
格
の
入
札
者
以
外
の
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
の
有
無　

無

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

８　

申
請
書
等
の
作
成
に
関
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

９　

こ
の
入
札
に
係
る
調
達
案
件
は
、
地
方
自
治
法
及
び
同
法
施
行
令
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
た
長
期
継
続
契
約
対

象
業
務
と
し
て
複
数
年
度
に
渡
る
履
行
期
間
の
契
約
締
結
を
行
う
。
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
案
件
に
つ
い
て
翌
年

度
以
降
の
歳
出
予
算
が
不
成
立
と
な
っ
た
時
は
、
契
約
書
の
定
め
に
よ
り
契
約
を
解
除
す
る
。

　
　

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
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六　

概
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S
eptem

ber
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S
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:
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A
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F
ri
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A
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2
:
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６
A
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C
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B
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M
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P
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〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

Ａ
重
油
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
一
種
二
号
）
七
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

教
育
庁
高
校
教
育
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三

丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
日

四　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所　

株
式
会
社
気
仙
沼
商
会　

気
仙
沼
市
魚
市
場
前
四
番
二
十
一
号

五　

落
札
金
額　

七
百
八
十
六
万
四
千
五
百
円

六　

落
札
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
年
五
月
二
十
三
日

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
二
号

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ

り
、
教
育
委
員
会
の
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
会
議
の
傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
次
に
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
傍
聴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
八
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

大　
　

村　
　

虔　
　

一　
　
　

一　

日　

時　

平
成
二
十
年
七
月
十
五
日　

午
後
二
時

二　

場　

所　

教
育
委
員
会
会
議
室

三　

事　

件

１　

宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

２　

宮
城
県
教
育
委
員
会
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
つ

い
て

３　

教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
「
あ
ら
か
じ
め
教
育
委

員
会
が
指
定
し
た
委
員
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
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４　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
の
支
給
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

５　

県
立
高
等
学
校
の
授
業
料
の
減
免
等
に
関
す
る
規
則
の
特
例
を
定
め
る
規
則
に
つ
い
て

６　

宮
城
県
教
育
振
興
審
議
会
へ
の
諮
問
案
に
つ
い
て

７　

平
成
二
十
年
度
第
一
回
高
等
学
校
入
学
者
選
抜
審
議
会
へ
の
諮
問
案
に
つ
い
て

８　

職
員
の
人
事
に
つ
い
て

９　

高
等
学
校
入
学
者
選
抜
審
議
会
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
二
人

五　

傍
聴
手
続

１　

傍
聴
希
望
の
受
付
は
、
会
議
開
会
十
五
分
前
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
参
集
し
た
傍
聴
希
望
者
に
対
し
て

行
い
ま
す
。

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
希
望
者
全
員
に
よ
る
抽
選
と
し
ま
す
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
教
育
庁
総
務
課
総
務
班
（
電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
六
一
一
）

 
監
査
委
員
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〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
９
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
252条

の
32第

２
項
の
規
定
に
よ
り
，
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
平
成
20年

７
月
８
日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
畠
　
　
山
　
　
和
　
　
純
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
袋
　
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
遊
　
　
佐
　
　
勘
左
衛
門
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
谷
　地
　森
　
　
涼
　
　
子
　
　
　

１
　
包
括
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
住
　
　
　
所

　
　
佐
　
藤
　
公
　
哉
　
　
　
仙
台
市
宮
城
野
区
宮
千
代
１
丁
目
18－

12－
301

２
　
当
該
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
が
包
括
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
を
補
助
で
き
る
期
間

　
　
平
成
20年

７
月
７
日
か
ら
平
成
21年

３
月
31日

ま
で


